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◎群馬県選挙管理委員会告示第１０７号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第７４条第１項、第７５条第１項、第７６条第１項、第８０条第１項、

第８１条第１項及び第８６条第１項の規定による群馬県における選挙権を有する者の総数の５０分の１の数、３分

の１の数及び８０万を超える数に８分の１を乗じて得た数と４０万に６分の１を乗じて得た数と４０万に３分の１

を乗じて得た数とを合算して得た数並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２

号）第８条第１項の規定による選挙権を有する者の総数の８０万を超える数に８分の１を乗じて得た数と４０万に

６分の１を乗じて得た数と４０万に３分の１を乗じて得た数とを合算して得た数は、それぞれ次のとおりである。 

  令和５年３月３１日 

群馬県選挙管理委員会委員長 宮 下 智 滿   

１ 群馬県における選挙権を有する者の総数の５０分の１の数 ３２，０６１ 

２ 群馬県における選挙権を有する者の総数の８０万を超える数に８分の１を乗じて得た数と４０万に６分の１を

 乗じて得た数と４０万に３分の１を乗じて得た数とを合算して得た数 ３００，３７６ 

３ 群馬県議会議員の各選挙区における選挙権を有する者の総数の３分の１の数 
 

選挙区名 ３分の１の数 

北群馬郡 １０，０５５ 

甘楽郡 ６，１３１ 

吾妻郡 １４，９０７ 

利根郡 ９，０５３ 

佐波郡 １０，００３ 

邑楽郡 ２６，８５４ 

前橋市 ９２，４０２ 

高崎市 １０２，９７３ 

桐生市 ３０，２６８ 

伊勢崎市 ５６，０１１ 

太田市 ５９，０５６ 

沼田市 １２，９８８ 

館林市 ２０，６０７ 

渋川市 ２１，２５９ 

藤岡市・多野郡 １８，８２２ 

富岡市 １３，１５８ 

安中市 １５，９６８ 

みどり市 １３，８２６ 

 

■ 選挙管理委員会告示 
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◎群馬県選挙管理委員会告示第１０８号 

 令和５年４月９日執行の群馬県議会議員選挙における候補者の選挙運動に関する支出金額の制限額は、次のとお

りである。 

  令和５年３月３１日 

  群馬県選挙管理委員会委員長 宮 下 智 滿   

候補者の選挙運動に関する支出金額の制限額 
 

選挙区名 金  額 選挙区名 金  額 

北 群 馬 郡 ６，４０３，７００円 伊 勢 崎 市 ６，６８９，４００円 

甘  楽  郡 ５，４２６，６００円 太  田  市 ６，８４１，０００円 

吾  妻  郡 ５，７５６，０００円 沼  田  市 ７，１３４，０００円 

利  根  郡 ６，１５４，１００円 館  林  市 ６，４６５，６００円 

佐  波  郡 ６，３９０，７００円 渋  川  市 ６，５４６，８００円 

邑  楽  郡 ６，１２８，９００円 藤岡市・多野郡 ６，２４３，３００円 

前  橋  市 ６，７７６，１００円 富  岡  市 ７，１７６，４００円 

高  崎  市 ６，７４９，０００円 安  中  市 ５，８８８，０００円 

桐  生  市 ６，４１２，２００円 み ど り 市 ７，３４２，６００円 
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